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ギ
リ
ス
①

派
遣
労
働
者
規
則
、
一
一
年

一
〇
月
施
行
へ

　

Ｅ
Ｕ
派
遣
労
働
指
令
が
〇
八
年
一

二
月
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
う
け
て
、

国
内
法
化
の
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い

た
派
遣
労
働
者
規
則
が
、
一
月
二
一

日
に
議
会
に
提
出
さ
れ
、
三
月
に
は

成
立
の
見
込
み
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
指

令
の
成
立
に
先
だ
っ
て
、
全
国
レ
ベ

ル
の
労
使
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
合
意

文
書
に
基
づ
き
、
就
業
開
始
か
ら
一

二
週
を
経
た
派
遣
労
働
者
に
、
正
規

労
働
者
と
同
等
の
基
本
的
な
労
働
条

件
を
保
障
す
る
内
容
だ
。
具
体
的
に

は
、
当
該
の
仕
事
に
従
事
す
る
た
め

に
直
接
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
保
障
さ

れ
る
だ
ろ
う
給
与
水
準
や
、
労
働
時

間
、
時
間
外
労
働
、
休
憩
、
休
息
時
間
、

夜
間
労
働
、
休
日
、
祝
日
に
関
す
る

権
利
の
均
等
処
遇
を
定
め
て
い
る
。

　

同
規
則
は
当
初
、
二
〇
一
〇
年
四

月
の
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
が
、

経
営
側
は
、
不
況
に
直
面
す
る
企
業

に
こ
れ
以
上
の
負
担
増
を
課
す
べ
き

で
は
な
い
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
指
令
が
加

盟
国
に
求
め
る
国
内
法
化
の
期
限

い
っ
ぱ
い
施
行
を
待
つ
よ
う
要
求
し

て
い
た
。
政
府
も
こ
れ
を
認
め
、
施

行
は
二
〇
一
一
年
一
〇
月
ま
で
延
期

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

法
制
化
を
め
ぐ
る
論
点
の
一
つ
は
、

適
用
を
受
け
る
労
働
者
の
範
囲
だ
。

派
遣
事
業
者
に
よ
っ
て
は
、
職
業
紹

介
業
務
を
併
せ
て
実
施
し
て
い
る
場

合
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
労
働
者
に

は
今
回
の
規
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。

ま
た
、
自
営
業
者
の
業
務
請
負
等
の

斡
旋
と
し
て
企
業
へ
の
派
遣
が
行
わ

れ
る
場
合
も
適
用
外
と
な
る
。
労
働

組
合
な
ど
は
、
適
正
な
賃
金
の
支
払

い
回
避
な
ど
を
目
的
に
、
自
営
業
者

と
し
て
の
実
態
を
伴
わ
な
い
派
遣
が

横
行
し
て
い
る
と
し
て
、
適
用
範
囲

の
拡
大
を
政
府
に
求
め
て
い
た
が
、

規
則
に
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
均
等
処
遇
が
義
務
付
け
ら

れ
る
労
働
条
件
の
範
囲
、
と
り
わ
け

給
与
に
関
す
る
均
等
の
適
用
範
囲
が

重
要
な
論
点
と
な
っ
た
。
労
働
組
合

は
、
給
与
全
般
を
対
象
と
す
べ
き
と

主
張
、
経
営
側
の
基
本
給
の
み
が
対

象
と
な
る
べ
き
と
の
主
張
と
の
間
に

隔
た
り
が
あ
っ
た
。
規
則
は
最
終
的

に
、
派
遣
労
働
者
の
労
働
に
直
接
か

か
わ
る
賃
金
、
す
な
わ
ち
基
本
給
、

時
間
外
手
当
、
シ
フ
ト
手
当
、
休
日

労
働
手
当
、
業
績
手
当
な
ど
が
こ
れ

に
あ
た
る
と
定
義
し
て
い
る
。
一
方
、

企
業
年
金
、
整
理
解
雇
手
当
や
疾
病

手
当
の
う
ち
企
業
が
法
定
レ
ベ
ル
を

上
回
っ
て
設
定
し
て
い
る
部
分
、
現

物
給
付
、
企
業
業
績
連
動
型
手
当

（profi t-sharing schem
e

）
な
ど

は
適
用
が
除
外
さ
れ
る
。
な
お
、
派

遣
事
業
者
が
常
用
雇
用
し
て
い
る
労

働
者
に
つ
い
て
は
、
派
遣
業
務
と
派

遣
業
務
の
間
の
待
機
期
間
に
対
し
、

最
低
賃
金
額
を
下
限
と
し
て
従
前
賃

金
の
五
〇
％
を
支
払
う
こ
と
を
条
件

に
、
派
遣
先
で
の
均
等
処
遇
を
適
用

し
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

規
則
は
こ
の
ほ
か
、
社
内
食
堂
な

ど
の
施
設
の
利
用
、
空
き
ポ
ス
ト
が

で
き
た
場
合
の
応
募
な
ど
の
権
利
、

妊
娠
中
あ
る
い
は
乳
幼
児
の
母
親
で

あ
る
派
遣
労
働
者
に
対
す
る
保
護
に

つ
い
て
も
、
正
規
労
働
者
と
同
等
で

あ
る
べ
き
こ
と
、
労
働
者
派
遣
の
利

用
に
関
し
て
は
従
業
員
代
表
に
情
報

提
供
を
行
う
べ
き
こ
と
な
ど
を
定
め

て
い
る
。
ま
た
労
働
組
合
か
ら
は
、

企
業
が
派
遣
労
働
者
へ
の
権
利
付
与

を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
契
約

期
間
を
一
二
週
よ
り
短
く
設
定
し
て

反
復
更
新
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
た
。
規
則
は
同
一
の
雇
用
主
の

下
で
働
く
場
合
、
最
低
六
週
間
の
休

止
期
間
を
お
く
か
、
全
く
異
な
る
仕

事
に
従
事
す
る
場
合
を
除
い
て
、
就

業
期
間
は
通
算
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
法
律
施
行
後
の
運
用
に

お
い
て
は
、
派
遣
労
働
者
と
正
規
労

働
者
の
比
較
を
ど
の
よ
う
に
行
う
か

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
経
営
側
か
ら

は
、
Ｅ
Ｕ
指
令
の
規
定
は
賃
金
表
な

ど
で
公
式
に
給
与
額
が
決
定
さ
れ
て

い
る
労
働
者
に
関
し
て
の
み
有
効
で

あ
り
、
従
っ
て
個
別
に
賃
金
額
が
決

め
ら
れ
る
九
割
の
派
遣
労
働
者
に
対

し
て
、
規
則
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
政
府
は
一
月
に
公

表
し
た
文
書
（
一
〇
月
の
コ
ン
サ
ル

テ
ー
シ
ョ
ン
に
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に

対
す
る
政
府
の
回
答
文
書
）
の
中
で
、

こ
れ
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
案
を
示

し
た
。
同
案
は
、
賃
金
表
や
賃
金
体

系
な
ど
の
公
式
な
規
定
以
外
に
、
慣

習
的
に
従
業
員
一
般
に
適
用
さ
れ
て

い
る
（
例
え
ば
最
近
採
用
さ
れ
た
従

業
員
に
適
用
さ
れ
て
い
る
）
給
与
額

に
つ
い
て
、
こ
れ
に
基
づ
く
均
等
処

遇
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
比
較
対

象
と
な
る
正
規
労
働
者
に
関
し
て
は
、

最
も
単
純
な
方
法
は
、
同
一
も
し
く

は
同
種
の
職
務
に
従
事
す
る
正
規
労

働
者
と
の
間
の
比
較
だ
が
、
比
較
の

際
に
は
職
務
内
容
だ
け
で
な
く
、
資

格
や
技
能
、
経
験
な
ど
の
レ
ベ
ル
を

加
味
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

　

履
行
確
保
の
手
段
と
し
て
は
、
政

府
の
設
置
す
る
監
督
機
関

（E
m
p
lo
y
m
e
n
t A

g
e
n
c
y 

S
tandard Inspectorate

）
に
よ
る

検
査
の
ほ
か
、
派
遣
労
働
者
自
身
が

雇
用
審
判
所
に
申
し
立
て
る
と
い
っ

た
方
法
が
あ
る
。
雇
用
審
判
所
の
審

理
に
よ
り
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合

は
、
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
二
週
間

分
の
賃
金
を
下
限
と
す
る
未
払
い
賃

金
等
の
支
払
い
の
ほ
か
、
最
高
で
五

〇
〇
〇
ポ
ン
ド
の
賠
償
の
義
務
が
課

さ
れ
る
。
規
則
は
、
基
本
的
に
派
遣

事
業
者
が
責
任
を
負
う
こ
と
と
し
て

い
る
が
、
派
遣
事
業
者
が
派
遣
先
で

の
均
等
処
遇
の
状
況
に
関
す
る
情
報

の
取
得
と
こ
れ
に
基
づ
く
法
令
順
守

の
努
力
を
行
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

れ
ば
、
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
こ
の

ほ
か
、
違
反
事
業
者
に
対
し
て
は
改

善
状
況
の
検
査
が
実
施
さ
れ
る
ほ
か
、

改
善
命
令
に
従
わ
な
い
な
ど
の
場
合

に
は
罰
金
（
上
限
は
設
定
さ
れ
て
い

な
い
）
や
最
長
で
一
〇
年
の
業
務
停

止
が
課
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

【
参
考
資
料
】
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ウ
ェ
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（
国
際
研
究
部
）

イ
ギ
リ
ス
②

失
業
者
数
は
減
少
、
し
か
し

問
題
も

　

統
計
局
が
一
月
二
六
日
に
発
表
し

た
〇
九
年
第
四
四
半
期
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成

長
率
は
〇
・
一
％
で
、
政
府
の
予
測

し
た
〇
・
四
％
に
は
及
ば
な
か
っ
た

も
の
の
、
〇
八
年
第
１
四
半
期
以
降

初
め
て
プ
ラ
ス
に
転
じ
た
。
サ
ー
ビ

ス
部
門
と
生
産
部
門
が
い
ず
れ
も
プ

ラ
ス
成
長
に
転
じ
て
お
り
、
流
通
・

宿
泊
・
飲
食
店
業
の
前
四
半
期
か
ら

の
堅
調
な
成
長
率
（
第
３
四
半
期
が

〇
・
七
％
、
第
４
四
半
期
〇
・
四
％
）

と
、
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス
・
金
融
業

の
復
調
（
同
マ
イ
ナ
ス
〇
・
八
％
、

〇
％
）
が
寄
与
し
た
形
だ
。

　

前
後
し
て
二
〇
日
に
発
表
さ
れ
た

九―

一
一
月
期
の
失
業
者
数
は
、
前

期
（
六―

八
月
期
）
か
ら
七
〇
〇
〇

人
減
の
二
四
五
万
八
〇
〇
〇
人
（
失

業
率
は
七
・
八
％
で
前
期
か
ら
横
ば

い
）
で
、高
齢
者
層
（
五
〇
歳
以
上
）

海
外
労
働
事
情
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を
除
く
全
て
の
年
齢
層
で
減
少
が
み

ら
れ
た
。
ま
た
一
二
月
の
求
職
者
手

当
申
請
者
数
も
、
前
月
か
ら
一
万
五

二
〇
〇
人
減
の
一
六
〇
万
六
五
〇
〇

人
と
い
ず
れ
も
減
少
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
失
業
期
間
が
六
カ
月
を

超
え
る
長
期
失
業
者
は
依
然
と
し
て

増
加
が
続
い
て
お
り
、
失
業
者
全
体

の
四
九
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る

（
前
年
同
期
は
三
八
％
）。
特
に
、

一
二
カ
月
を
超
え
る
失
業
者
は
全
て

の
年
齢
層
で
増
加
が
み
ら
れ
る
。
ま

た
就
業
者
数
も
依
然
と
し
て
減
少
が

続
い
て
お
り
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

者
の
増
加
分
以
上
に
フ
ル
タ
イ
ム
労

働
者
が
減
少
し
て
い
る
。

　

労
務
管
理
の
専
門
団
体
で
あ
る
Ｃ

Ｉ
Ｐ
Ｄ
（
人
材
開
発
協
会
）
は
、
不

況
の
影
響
は
直
接
的
な
失
業
者
数
や

求
職
者
手
当
申
請
者
数
の
増
加
以
上

に
深
刻
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
同
団

体
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
〇
八
年
四
月

か
ら
〇
九
年
一
一
月
の
間
の
整
理
解

雇
者
数
は
一
三
一
万
人
で
、
こ
の
間

の
失
業
者
数
の
純
増
分
の
倍
に
達
し

て
お
り
、
求
職
者
手
当
申
請
者
数
に

つ
い
て
も
、
こ
の
間
の
新
規
申
請
者

数
の
累
計
は
純
増
分
の
七
・
五
倍
に

相
当
す
る
。
ま
た
、
整
理
解
雇
後
に

仕
事
を
得
ら
れ
た
労
働
者
の
三
分
の

二
は
、
賃
金
の
低
下
に
直
面
し
て
い

る
と
い
う
（
平
均
で
二
八
％
）。
さ

ら
に
失
業
者
本
人
だ
け
で
な
く
、
心

理
的
な
影
響
は
そ
の
家
族
や
同
僚
な

ど
に
も
及
ぶ
と
し
て
、「
失
業
状
況
は

想
定
よ
り
も
悪
化
し
な
か
っ
た
」
と

の
政
府
の
楽
観
的
な
姿
勢
に
は
批
判

的
だ
。
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
増

加
に
つ
い
て
も
、
当
面
の
失
業
増
の

回
避
の
た
め
に
は
有
効
だ
が
、
フ
ル

タ
イ
ム
の
仕
事
を
得
ら
れ
な
い
こ
と

を
理
由
に
パ
ー
ト
で
働
く
層
の
急
速

な
増
加
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
。

　

統
計
局
の
デ
ー
タ
か
ら
は
、
教
育

訓
練
を
受
け
る
層
の
増
加
が
非
労
働

力
人
口
（econom

ically inactive

）

を
押
し
上
げ
て
い
る
状
況
が
う
か
が

え
る
。
Ｃ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
は
、
就
職
が
難
し

い
と
み
た
若
者
が
失
業
を
回
避
す
る

た
め
に
教
育
訓
練
に
流
れ
て
い
る
こ

と
が
原
因
と
み
て
い
る
。
た
だ
し
、

政
府
が
若
者
向
け
の
教
育
訓
練
施
策

と
し
て
注
力
し
て
い
る
ア
プ
レ
ン

テ
ィ
ス
シ
ッ
プ
（
若
者
を
主
な
対
象

に
、
企
業
で
の
見
習
い
訓
練
な
ど
を

実
施
）
に
お
け
る
若
者
の
参
加
状
況

は
、
必
ず
し
も
芳
し
い
も
の
で
は
な

い
。
ビ
ジ
ネ
ス
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

技
能
省
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
が
一
二
月
に
発

表
し
た
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
〇
八
年

度
の
ア
プ
レ
ン
テ
ィ
ス
シ
ッ
プ
新
規

参
加
者
数
は
全
体
で
七
％
近
く
増
加

し
て
い
る
が
、
若
年
層
で
は
、
一
六

―

一
八
歳
層
で
マ
イ
ナ
ス
七
・
五
％
、

一
九―

二
四
歳
層
で
も
マ
イ
ナ
ス

五
・
九
％
と
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
て

い
る
。
〇
九
年
度
に
つ
い
て
は
、
不

況
の
影
響
で
企
業
に
よ
る
新
規
受
け

入
れ
が
さ
ら
に
低
迷
す
る
こ
と
や
、

コ
ー
ス
中
止
の
増
加
に
よ
る
中
退
者

の
増
加
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
若
年
層
の
厳
し
い
雇
用
状

況
は
、
大
卒
者
の
労
働
市
場
に
も
影

響
を
与
え
て
い
る
。
企
業
の
大
卒
者

採
用
を
支
援
す
る
非
営
利
団
体

A
ssociation of G

rad
u
ate 

R
ecruiters

（A
G
R

）
が
、
イ
ギ
リ

ス
の
ほ
か
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
な
ど

五
カ
国
を
対
象
に
、
〇
九
年
の
大
卒

者
労
働
市
場
の
状
況
に
つ
い
て
行
っ

た
比
較
調
査
結
果
で
は
、
イ
ギ
リ
ス

は
求
人
一
件
あ
た
り
の
競
争
率
が
他

国
に
比
し
て
高
く
、
新
卒
者
向
け
の

賃
金
水
準
も
ほ
ぼ
最
低
レ
ベ
ル
と

な
っ
て
い
る
。

　

調
査
会
社
のH

igh F
liers

が
国

内
の
代
表
的
企
業
一
〇
〇
社
に
対
し

て
行
っ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
約
半
数

の
企
業
が
二
〇
一
〇
年
の
大
卒
者
の

採
用
を
前
年
よ
り
増
や
す
と
回
答
、

全
体
で
は
約
一
二
％
増
加
す
る
見
込

み
だ
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
採
用
予

定
数
の
約
四
分
の
一
に
あ
た
る
四
〇

〇
〇
人
分
が
、
仕
事
に
就
い
て
い
な

か
っ
た
〇
九
年
卒
業
者
も
し
く
は
イ

ン
タ
ー
ン
と
し
て
当
該
企
業
で
働
い

た
学
生
に
よ
っ
て
既
に
充
足
さ
れ
て

い
る
と
い
う
。ま
た
、コ
ン
サ
ル
テ
ィ

ン

グ

会

社

のC
entre for 

E
nterprise

が
中
小
企
業
約
五
〇
〇

社
を
対
象
に
行
っ
た
調
査
で
は
、
回

答
企
業
の
約
九
割
が
二
〇
一
〇
年
に

は
大
卒
者
の
採
用
は
行
わ
な
い
と
回

答
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
五
割
近
く

は
そ
も
そ
も
求
人
自
体
を
行
わ
な
い

と
し
て
お
り
、
残
る
四
割
弱
が
大
卒

者
は
採
用
し
な
い
と
回
答
し
た
も
の

だ
。
た
だ
し
回
答
の
中
に
は
、
大
学

入
学
前
の
取
得
が
一
般
的
な
教
育
資

格
（
Ａ
レ
ベ
ル
、
Ｇ
Ｃ
Ｓ
Ｅ
）
と
大

学
卒
業
資
格
の
区
別
が
つ
か
な
い

ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
た
と
い
う
。

【
参
考
資
料
】

O
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、
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（
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際
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ド
イ
ツ

所
得
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
Ｅ
Ｌ

Ｅ
Ｎ
Ａ
」
を
導
入

　

経
営
者
は
、
二
〇
一
〇
年
一
月
一 

日
か
ら
す
べ
て
の
従
業
員
の
賃
金
や

諸
手
当
等
に
関
す
る
情
報
を
毎
月

「
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ａ
（E

leketronischer 
E
ntgeltnachw

eis

）」
と
呼
ば
れ
る

中
央
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
オ
ン
ラ
イ
ン

で
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

四
〇
〇
〇
万
人
の
労
働
者
が
対
象

　

ド
イ
ツ
政
府
に
よ
る
と
、
企
業
は
、

連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー（
Ｂ
Ａ
）

に
社
会
保
障
給
付
を
申
請
す
る
約
三

二
〇
万
人
の
労
働
者
の
た
め
に
、
所

得
や
雇
用
に
関
す
る
証
明
書
類
を
年

間
約
六
〇
〇
〇
万
枚
発
行
し
て
お
り
、

そ
の
費
用
は
経
済
界
全
体
で
約
八
五

〇
〇
万
ユ
ー
ロ
に
上
る
。

　
「
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ａ
」
は
、
各
種
証
明

書
に
関
す
る
事
務
処
理
の
軽
減
や
紙

書
類
の
削
減
を
目
指
し
て
、
二
〇
〇

八
年
六
月
二
六
日
の
閣
議
で
導
入
が

決
定
し
、
こ
れ
ま
で
準
備
が
進
め
ら

れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
全
土
で
働
く
約

四
〇
〇
〇
万
人
の
労
働
者
が
対
象
に

な
る
。
今
後
は
各
人
に
順
次
Ｉ
Ｃ

チ
ッ
プ
付
の
カ
ー
ド
が
支
給
さ
れ
、

二
〇
一
二
年
以
降
は
紙
に
よ
る
証
明

書
の
発
行
が
不
要
と
な
る
。

　

連
邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
で
は
、

「
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ａ
」
の
導
入
に
よ
り
、

失
業
保
険
や
各
種
手
当
の
申
請
の
際

に
、
申
請
者
に
提
出
を
義
務
づ
け
て

い
る
雇
用
証
明
、
副
収
入
証
明
、
雇

用
履
歴
、
住
宅
手
当
、
児
童
手
当
な

ど
の
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
照

会
し
、
給
付
の
可
否
決
定
を
迅
速
に

行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
二
〇
一

〇
年
か
ら
二
〇
一
二
年
の
二
年
間
は
、

本
格
的
な
制
度
導
入
ま
で
の
移
行
期

間
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
は
既
存

の
紙
面
に
よ
る
証
明
書
類
の
手
続
き

を
継
続
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
報
告
情
報

と
あ
わ
せ
て
ヴ
ェ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
中

央
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
入
力
さ
れ
る
。

労
組
や
市
民
団
体
は
懸
念
も

　

一
方
、
労
働
組
合
や
個
人
情
報
保

護
を
訴
え
る
市
民
団
体
は
、こ
の「
Ｅ

Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ａ
」
の
運
用
に
関
し
て
強
い

懸
念
を
示
し
て
い
る
。
公
共
国
際
放

送
メ
デ
ィ
ア
の
ド
イ
チ
ェ
・
ヴ
ェ
レ

は
、
賃
金
や
諸
手
当
に
関
す
る
情
報

に
加
え
、
不
就
業
の
実
績
も
報
告
義

務
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該

労
働
者
が
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た

か
ど
う
か
の
情
報
ま
で
記
録
に
残
っ

て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ク
・
ブ
ジ
ル

ス
ケ
統
一
サ
ー
ビ
ス
産
業
労
組
（
Ｖ

ｅ
ｒ
．
ｄ
ｉ
）
委
員
長
は
、
メ
デ
ィ

ア
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
対
し
て
「
こ

の
巨
大
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
誤
用

可
能
性
な
ど
多
く
の
問
題
が
あ
る
」

と
の
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
懸
念
に
対
し
、
フ
ォ
ン

デ
ア
ラ
イ
エ
ン
労
働
社
会
大
臣
は
、

一
月
一
一
日
に
市
民
団
体
の
質
問
に

回
答
す
る
形
で
、「
経
営
者
が
『
Ｅ
Ｌ

Ｅ
Ｎ
Ａ
』
へ
ど
の
よ
う
な
情
報
を
報

告
し
た
か
に
つ
い
て
、
企
業
内
の
従

業
員
代
表
組
織
は
そ
れ
を
知
る
権
利

が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
ま
た
、
不

就
業
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
か
（
合

法
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
こ
と
に

よ
る
も
の
か
、
も
し
く
は
違
法
ス
ト

ラ
イ
キ
に
よ
る
も
の
か
）
の
特
定
は

行
わ
な
い
」
と
の
方
針
を
発
表
し
た
。

Ｅ
Ｕ
内
で
相
互
運
用
の
可
能
性
も

　

ド
イ
ツ
で
は
、
す
で
に
医
療
保
険

分
野
で
二
〇
〇
六
年
か
ら
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
化
（
ｅ
Ｇ
Ｋ
）
が
進
み
、
各

人
の
加
入
者
番
号
や
処
方
箋
、
病
歴
、

救
急
デ
ー
タ
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
が
普
及
し
て
い
る
。

　

政
府
は
、
今
後
他
分
野
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
と
の
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、

「
Ｅ
Ｌ
Ｅ
Ｎ
Ａ
」
が
他
省
庁
の
手
続

き
に
も
利
用
さ
れ
れ
ば
、
多
額
の
行

政
コ
ス
ト
が
削
減
さ
れ
、
資
料
作
成

上
の
手
違
い
も
減
る
の
で
は
な
い
か

と
み
て
い
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル

に
目
を
向
け
る
と
、
欧
州
委
員
会
が

二
〇
〇
五
年
に
発
表
・
採
択
し
た「
ｉ

二
〇
一
〇―

成
長
と
雇
用
に
向
け
た

欧
州
の
情
報
社
会
」
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
通
り
、
将
来
的
に
は
「
Ｅ
Ｌ
Ｅ

Ｎ
Ａ
」
の
よ
う
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
間
で
相
互
運
用
す
る
構

想
も
出
て
い
る
。
こ
れ
が
実
現
す
る

と
、
今
後
は
Ｅ
Ｕ
域
内
の
国
際
的
な

労
働
力
移
動
の
管
理
な
ど
に
利
用
さ

れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

【
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考
資
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フ
ラ
ン
ス

就
業
者
の
満
足
度
調
査

〜
不
満
の
ト
ッ
プ
は
賃
金

　

フ
ラ
ン
ス
国
立
統
計
経
済
研
究
所

（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）
が
二
〇
〇
九
年
一

二
月
に
発
表
し
た
報
告
書
に
よ
る
と
、

賃
金
労
働
者
の
仕
事
に
関
す
る
満
足

度
の
う
ち
、
賃
金
額
に
対
す
る
満
足

度
が
最
も
低
か
っ
た
。
賃
金
へ
の
不

満
を
抱
い
て
い
る
者
の
多
く
は
、
一

般
事
務
職
や
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
、

低
学
歴
者
、
若
年
者
な
ど
で
あ
る
。

雇
用
の
安
定
性
よ
り
も
賃
金

　

同
報
告
書
は
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
が
二

〇
〇
七
年
九
月
に
、
従
業
員
数
一
〇

人
以
上
の
企
業
（
主
に
民
間
企
業
）

で
働
く
賃
金
労
働
者
の
う
ち
、
経

営
幹
部
を
除
く
お
よ
そ
三
万
人
を

対
象
に
実
施
し
た
「
職
業
活
動
に

関
す
る
調
査
（E

nquête A
ctivité 

P
rofessionnelle

）」
の
結
果
を
ま

と
め
た
も
の
。
調
査
は
、
回
答
者

本
人
の
現
在
の
賃
金
、
雇
用
の
安
定

性
、
労
働
条
件
、
労
働
時
間
に
つ
い

て
、「
非
常
に
不
満
」
を
〇
点
、「
非
常

に
満
足
」
を
一
〇
点
と
し
て
、
満
足

度
を
点
数
化
し
て
聞
い
て
い
る
。

　

そ
の
結
果
、賃
金
に
つ
い
て
は
「
満

足
・
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
満
足
（
六

〜
一
〇
点
）」
と
す
る
回
答
は
四
五
％
、

「
不
満
・
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
不
満（
〇

〜
四
点
）」
と
す
る
回
答
は
三
四
％
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
雇
用
の
安

定
性
で
は
七
三
％
が
「
満
足
・
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
満
足
」と
回
答
し
、「
不

満
・
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
不
満
」
は

一
三
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
労
働
条

件
全
般
で
は
「
満
足
・
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
満
足
」
が
六
八
％
、「
不
満
・

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
不
満
」
は
一
七
％
、

労
働
時
間
で
は
「
満
足
・
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
満
足
」
が
七
二
％
、「
不
満
・

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
不
満
」
と
回
答

し
た
者
は
一
五
％
で
あ
っ
た
。

低
賃
金
、
低
学
歴
者
ほ
ど
不
満

　

賃
金
が
低
い
者
ほ
ど
、
自
身
の
賃

金
に
対
す
る
満
足
度
も
低
く
、
最
低

賃
金
（
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
）（
１
）層(

月
額
賃

金
で
一
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
未
満)

で

「
満
足
・
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
満
足
」

と
回
答
し
た
者
は
一
八
％
に
す
ぎ
ず
、

月
額
で
三
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
以
上
の
者

で
は
七
二
％
が
「
満
足
・
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
満
足
」
と
回
答
し
て
い
る
。 

な
お
、
自
分
の
「
適
正
な
賃
金
額
」

に
つ
い
て
は
、「
現
在
の
賃
金
よ
り
月

額
三
三
〇
ユ
ー
ロ(

ま
た
は
二
三
％)

以
上
高
い
」
賃
金
が｢

適
正｣

と
考

え
て
い
る
者
が
半
数
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
管
理
職
レ
ベ
ル
で
は
、
賃

金
に
つ
い
て
「
満
足
・
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
満
足
」
と
す
る
回
答
は
六

一
％
に
達
し
て
い
る
が
、
ブ
ル
ー
カ

ラ
ー
で
は
三
一
％
、
一
般
事
務
職
で

は
三
五
％
に
と
ど
ま
っ
た
。
年
齢
別

で
は
、「
満
足
・
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

満
足
」
と
回
答
し
た
者
は
、
三
〇
歳

未
満
で
四
〇
％
、
三
〇
歳
以
上
六
〇

歳
未
満
で
四
五
％
、
六
〇
歳
以
上
で

は
五
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

男
女
別
で
は
、「
満
足
・
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
満
足
」
と
い
う
回
答
に
大
き

な
差
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
（
男
性
四

六
％
、
女
性
四
三
％
）。

　

さ
ら
に
、
高
学
歴
者
は
自
分
の
賃

金
に
対
す
る
満
足
度
は
高
く
、
最
終

学
歴
が
低
い
者
ほ
ど
満
足
度
は
低
く

な
る
。
賃
金
に
つ
い
て
「
満
足
・
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
満
足
」
と
回
答
し

た
者
は
、
バ
カ
ロ
レ
ア
所
持
者
（
高

校
卒
業
及
び
大
学
入
学
資
格
を
意
味

す
る
免
状
を
持
っ
て
い
る
が
、
大
学

な
ど
の
高
等
教
育
機
関
に
進
学
し
な

か
っ
た
か
、
進
学
し
て
も
学
位
を
取

得
し
な
い
で
就
職
し
た
者)

で
は
四

三
％
、「
バ
カ
ロ
レ
ア
＋
三
年
以
上
の

学
歴
（
学
士
以
上
）」
を
持
つ
者
で

は
五
八
％
に
達
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
学
業
修
了
書
を
な
に
も
持
た
な

い
者（
２
）で
「
満
足
・
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
満
足
」
と
回
答
し
た
者
は
三

二
％
に
す
ぎ
な
い
。

経
験
に
見
合
わ
な
い
と
の
不
満
も

　

同
調
査
で
は
、現
在
の
賃
金
が「
職

業
経
験
・
学
歴
と
見
合
っ
て
い
る
か
」

に
つ
い
て
聞
い
て
い
る
。「
職
業
経

験
に
見
合
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
た

者
は
二
七
％
、「
自
分
の
職
業
経
験
に

し
て
は
賃
金
が
高
い
」
と
回
答
し
た

者
は
一
％
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対

し
て
、「
職
業
経
験
か
ら
み
て
現
在
の

賃
金
は
低
い
」
と
考
え
て
い
る
者
は

六
三
％
に
の
ぼ
り
、
職
業
経
験
が
長

い
ほ
ど
、
そ
の
比
率
が
高
ま
る
。
一

方
、
学
歴
か
ら
み
た
賃
金
に
つ
い
て

は
、
高
学
歴
の
者
ほ
ど
「
賃
金
が
低

い
」
と
す
る
回
答
の
比
率
が
高
い
も

の
の
、「
自
分
の
学
歴
に
見
合
っ
て
い

る
」
と
い
う
回
答
が
三
八
％
、「
自
分

の
学
歴
に
し
て
は
高
い
」
が
八
％
、

「
自
分
の
学
歴
に
し
て
は
低
い
」
が

三
一
％
と
、
あ
ま
り
大
き
な
差
は
み

ら
れ
な
か
っ
た
。

〔
注
〕

１
．
全
産
業
一
律
ス
ラ
イ
ド
制
最
低
賃
金

（S
M
IC
:s
a
la
ir
e
 m
in
im
u
m
 

interprofessionnel de croissance 

） 

。

Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
は
、
フ
ラ
ン
ス
本
土
だ
け
で

な
く
、
全
海
外
県(

四
県)

と
海
外
領
土

の
う
ち
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
エ
・
ミ
ク

ロ
ン
（S

aint-P
ierre-et-M

iquelon

）

で
就
業
す
る
賃
金
労
働
者
に
も
適
用
さ

れ
て
い
る
。
額
は
全
国
一
律
で
、
毎
年
、

原
則
と
し
て
一
回
改
定
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｍ

Ｉ
Ｃ
の
改
定
率
は
、
物
価
と
賃
金
の
変

動
な
ど
を
基
に
決
定
さ
れ
る
。
な
お
、

物
価
上
昇
率
が
二
％
を
超
え
た
場
合
、

そ
の
時
点
で
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
が
引
き
上
げ
ら

れ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
原
則
と
し
て
、

年
一
回
の
改
定
も
実
施
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｍ

Ｉ
Ｃ
の
改
定
は
、
毎
年
七
月
一
日
に
実

施
さ
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
〇
年
よ
り

毎
年
一
月
一
日
に
改
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
現
在
Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
は
、
一
時
間

あ
た
り
八
・
八
六
ユ
ー
ロ
で
あ
る
（
二

〇
〇
九
年
七
月
一
日
の
額
よ
り
〇
・
五
％

引
き
上
げ
ら
れ
た
）。
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２
．
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
義
務
教
育
は
一

六
歳
ま
で
で
、
同
年
齢
に
達
し
た
際
に
、

ど
の
学
年
に
い
て
も
構
わ
な
い
た
め
、

中
学
卒
業
に
相
当
す
る
学
業
修
了
証
を

持
た
ず
に
学
業
を
終
え
る
者
も
い
る
。

【
資
料
出
所
】

《E
n 2007, le salaire était la prem

ière 
source d
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de l

’em
ploi
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rem
ière,  no. 

1270, IN
S
E
E
, décem

bre 2009

（
国
際
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部
）

中
国

基
本
養
老
年
金
の
受
給
水
準

引
き
上
げ
を
決
定

　

国
務
院
常
務
会
議
（
温
家
宝
総
理

主
宰
）
が
昨
年
一
二
月
二
二
日
に
開

催
さ
れ
、
退
職
者
の
基
本
養
老
年
金

の
受
給
水
準
引
き
上
げ
を
決
定
し
た
。

同
時
に
全
国
統
一
の
「
基
本
養
老
保

険
関
係
移
動
継
続
制
度
」（
都
市
部
企

業
従
業
員
対
象
）
が
実
施
さ
れ
る
運

び
と
な
っ
た
。

　

退
職
者
の
基
本
養
老
年
金
の
受
給

水
準
は
二
〇
〇
五
年
よ
り
五
年
間
連

続
し
て
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

高
齢
者
の
生
活
水
準
の
向
上
を
図
る

た
め
に
は
、
引
き
上
げ
を
継
続
し
て

実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
。
今
回
の
決
定
の
主
な
内
容
は
、

①
引
き
上
げ
幅
は
二
〇
〇
九
年
の
企

業
退
職
者
一
人
あ
た
り
月
平
均
基
本

養
老
年
金
の
一
〇
％
前
後
と
し
、
全

国
一
人
あ
た
り
の
月
平
均
増
加
額
は

一
二
〇
元
前
後
、
②
一
九
五
〇
年
代

退
職
の
上
級
科
学
技
術
者
、
熟
練
労

働
者
、
商
工
業
従
事
者
な
ど
退
職
時

期
が
早
く
基
本
養
老
年
金
が
相
対
的

に
低
い
者
、
辺
鄙
な
地
域
の
企
業
退

職
者
な
ど
に
対
し
て
は
優
先
的
に
引

き
上
げ
を
実
施
、
③
退
役
後
転
職
し

た
元
軍
幹
部
で
基
本
養
老
年
金
が
比

較
的
低
い
企
業
退
職
者
に
対
し
て
は

関
連
規
定
に
基
づ
い
て
適
宜
調
整―

―

な
ど
。

　

中
国
都
市
部
の
年
金
制
度
は
か
つ

て
、
財
源
は
す
べ
て
事
業
所
が
負
担

し
労
働
者
は
保
険
料
を
納
め
る
必
要

が
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
八
〇
年

代
以
降
の
年
金
保
険
制
度
改
革
は
、

企
業
保
険
を
社
会
保
険
に
転
換
さ
せ

る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
保
険
料
を

国
、
事
業
所
、
労
働
者
が
共
同
で
負

担
す
る
方
向
で
改
革
が
進
ん
だ
。

　

年
金
受
給
額
は
こ
こ
数
年
上
昇
し

て
お
り
、
都
市
部
の
年
金
生
活
者
に

限
っ
て
言
え
ば
一
般
住
民
に
比
べ
ほ

と
ん
ど
遜
色
の
な
い
生
活
水
準
を

保
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、

年
金
受
給
額
に
は
大
き
な
格
差
が
存

在
す
る
た
め
、
比
較
的
裕
福
な
生
活

を
保
障
さ
れ
て
い
る
高
齢
者
が
い
る

半
面
、
貧
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
て

い
る
底
辺
の
高
齢
者
も
数
多
く
存
在

す
る
と
い
わ
れ
る
。
都
市
部
の
年
金

生
活
者
は
基
本
的
に
元
政
府
機
関
、

国
有
企
業
、
大
型
集
団
企
業
の
定
年

退
職
者
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
も
給

付
水
準
は
異
な
り
、
最
も
高
い
の
が

元
政
府
機
関
の
退
職
者
で
、
企
業
の

退
職
者
は
相
対
的
に
低
い
。

　

さ
ら
に
農
村
部
の
高
齢
者
に
つ
い

て
は
ほ
と
ん
ど
こ
う
し
た
制
度
の
恩

恵
に
浴
し
て
お
ら
ず
、
都
市
部
と
の

格
差
は
依
然
大
き
い
と
い
え
る
。
こ

う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
政
府
は
一

九
九
二
年
、「
農
村
社
会
養
老
保
険
の

基
本
案
（
試
案
）」
を
制
定
、
公
布

し
た
。
さ
ら
に
、
制
度
の
改
善
を
目

指
し
て
二
〇
〇
六
年
頃
か
ら
北
京
市
、

天
津
市
、
江
蘇
省
、
浙
江
省
寧
波
市
、

安
徽
省
、
山
東
省
、
四
川
省
成
都
市
、

貴
州
省
貴
陽
市
、
陝
西
省
と
い
っ
た

地
域
で
「
新
型
農
村
社
会
養
老
保
険

制
度
」
が
導
入
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

国
務
院
は
つ
い
に
二
〇
〇
九
年
九
月

一
日
「
新
型
農
村
社
会
養
老
保
険
試

行
の
展
開
に
関
す
る
指
導
的
意
見
」

を
公
布
、全
国
レ
ベ
ル
に
お
け
る「
新

型
農
村
社
会
養
老
保
険
」
の
試
行
を

本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
政
府

は
こ
れ
に
よ
り
今
後
農
民
の
生
活
水

準
が
向
上
し
、
都
市
部
と
農
村
部
の

格
差
が
徐
々
に
縮
小
さ
れ
、
農
民
の

老
後
の
心
配
が
な
く
な
る
と
発
表
し

て
い
る
。
し
か
し
現
在
、
中
国
全
土

の
農
村
部
の
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者

人
口
は
一
億
人
を
超
え
る
。
都
市
部

と
農
村
部
の
格
差
を
縮
小
と
い
う
大

命
題
の
裏
に
、
財
源
の
確
保
等
運
用

面
で
は
難
し
い
局
面
も
予
想
さ
れ
て

い
る
。

【
資
料
出
所
】

海
外
委
託
調
査
員

（
国
際
研
究
部
）

韓
国

複
数
労
組
解
禁
、
専
従
者
へ

の
賃
金
支
給
禁
止―

労
組
法

及
び
労
働
関
係
法
を
改
正

　

企
業
レ
ベ
ル
の
複
数
労
働
組
合
を

解
禁
し
、
企
業
の
労
組
専
従
者
へ
の

賃
金
支
給
を
禁
止
す
る
労
慟
組
合
法

及
び
労
働
関
係
法
の
改
正
法
が
今
年

一
月
一
日
に
成
立
し
た
。

　

こ
の
う
ち
、
複
数
労
組
は
一
年
半

の
猶
予
期
間
を
経
て
二
〇
一
一
年
七

月
に
解
禁
さ
れ
る
。
使
用
者
が
同
意

す
れ
ば
複
数
労
組
は
そ
れ
ぞ
れ
使
用

者
と
交
渉
で
き
る
が
、
そ
う
で
な
い

場
合
は
使
用
者
と
の
交
渉
窓
口
を
一

本
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
改
正
法

は
そ
の
方
法
を
定
め
て
い
る
。

　

ま
ず
複
数
の
労
組
が
話
し
合
っ
て

自
律
的
に
代
表
を
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
決
定
で
き

な
い
場
合
は
、
複
数
労
組
の
全
組
合

員
を
合
計
し
た
人
数
の
過
半
数
を
組

織
し
て
い
る
労
組
が
代
表
権
を
有
す

る
。
こ
の
よ
う
な
過
半
数
労
組
が
存

在
し
な
い
場
合
は
、
複
数
労
組
に
よ

る
合
同
交
渉
代
表
を
構
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
代
表
に

参
加
で
き
る
の
は
全
労
組
員
数
の
一

〇
％
以
上
の
組
合
員
を
有
す
る
労
組

の
み
と
限
定
し
て
い
る
。

　

複
数
労
組
が
合
同
交
渉
代
表
を
構

成
で
き
な
い
場
合
は
、
労
働
委
員
会

に
交
渉
代
表
選
出
を
申
請
し
、
委
員

会
の
決
定
に
従
う
。
ま
た
、
た
と
え

ば
複
数
労
組
の
う
ち
、
あ
る
労
組
が

非
正
規
労
働
者
の
み
で
構
成
さ
れ
、

他
の
労
組
と
の
雇
用
形
態
や
労
働
条

件
な
ど
が
極
め
て
異
な
っ
て
い
る
な

ど
の
ケ
ー
ス
で
は
、
労
使
双
方
あ
る

い
は
一
方
の
申
請
を
受
付
け
て
、
労

働
委
員
会
は
複
数
労
組
と
の
交
渉
を

認
め
る
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

改
正
法
は
、
こ
れ
ま
で
の
労
働
協

約
の
有
効
性
に
関
し
て
も
記
述
し
、

今
年
六
月
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
協
約

は
以
降
二
年
間
を
有
効
期
間
と
し
て

い
る
。

　

企
業
の
労
組
専
従
者
へ
の
賃
金
支

給
禁
止
は
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
実

施
す
る
。
例
外
規
定
が
設
け
ら
れ
て

い
る
の
が
大
き
な
特
徴
だ
。「
タ
イ

ム
オ
フ
」（
勤
労
時
間
免
除
）
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
、
あ
る
一
定
の
勤
労
時

間
免
除
の
範
囲
で
、
①
労
使
間
の
協

議
・
交
渉
、
苦
情
処
理
、
安
全
衛
生

な
ど
労
使
の
共
同
行
動
②
労
組
の
維

持
お
よ
び
運
営
活
動―

―

に
関
し
て

は
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち

の
②
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
、
与
党

ハ
ン
ナ
ラ
党
は
「
大
統
領
布
告
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
通
常
の
組
合
活

動
」
と
の
語
句
を
付
す
よ
う
提
案
し

て
い
た
が
、「
健
全
な
労
使
関
係
の
発

展
の
た
め
の
維
持
お
よ
び
運
営
活

動
」
と
の
表
現
で
決
着
し
た
。
政
府

が
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
枠

組
み
の
中
で
労
使
が
判
断
す
る
と
い

う
内
容
だ
。

　

改
正
法
は
、
タ
イ
ム
オ
フ
の
適
用

の
拡
充
な
ど
専
従
者
賃
金
の
支
払
い

な
ど
を
要
求
し
て
の
労
働
争
議
を
禁

止
し
て
い
る
。

　

タ
イ
ム
オ
フ
の
上
限
は
、
労
働
省

の
下
に
勤
労
時
間
免
除
審
議
委
員
会

（
公
労
使
の
各
五
人
で
構
成
）
で
三

年
ご
と
に
設
定
す
る
。
上
限
時
間
は

現
在
審
議
中
で
、
今
年
四
月
三
〇
日

ま
で
に
決
定
す
る
。（

国
際
研
究
部
）


